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第１章　要　約第１章　要　約第１章　要　約第１章　要　約第１章　要　約

　本プロジェクトは、マラウイ国民の動物性タンパク摂取量の70％を供給するマラウイ湖などの

水産資源の減少、マラウイ湖固有種保護のための養殖用外来魚種の導入禁止などを背景に、在来

種に関する小規模養殖適性の解明、養殖技術の開発を目的として、国立養殖センタードマシ本場

にて実施されている。プロジェクトは協力期間３年の予定で1994年４月に開始され、在来種の小

規模養殖技術の開発に向けてのパイロットフェーズと位置づけられており、第２フェーズにおけ

る本格的な技術移転実施のための体制整備、特に適性魚種の選定、機材の整備、マラウイ人研究

者に対する基礎技術の移転がプロジェクトの実質的な目標となっている。

　今回の調査では、プロジェクト終了を半年後に控え、活動実績、運営管理状況、技術移転の状

況などをマラウイ側評価チームと合同で評価し、第２フェーズへの移行を含む協力終了後の対応

について協議を行った。

　評価の結果、本プロジェクト目標は達成され、第２フェーズに移行することが妥当であるとの

結論に達した。評価５項目による評価結果は以下のとおりである。

　(1) 効率性

　　　日本側投入については、質、量、時期ともに適切であり、成果の発現に貢献した。また、

マラウイ側についても、カウンターパートを適切に配置し、ローカルコストも食糧増産援助

（2KR）の見返り資金を用い適切に投入され、成果の発現に貢献した。

　(2) 目標達成度

　　　O.shiranus（テラピア）、T.rendalli（テラピア）、C.gariepinus（ヒレナマズ）の養

殖適性が解明されるなど、プロジェクトで実施された研究活動により各分野で有意義な成果

が生み出されており、プロジェクト目標は達成されたと判断される。

　(3) 効　果

　　　プロジェクトの拠点である国立養殖センタードマシ本場にモデル・ハッチェリー、試験器

具など養殖研究に必要な施設や設備が整えられ、研究体制が強化された。また、マラウイ人

研究者がOJT（オンザジョブ・トレーニング）により日本人専門家から技術、知識のみなら

ず基本技術や現場での実験の重視といった研究姿勢を吸収し、研究能力を向上させた。
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　(4) 計画の妥当性

　　　マラウイ湖の生態系保護のために養殖技術が確立されている外来種の導入ができないなか

で、マラウイの社会状況に適した在来種の小規模な養殖技術の開発がマラウイ国民の生活改

善にとってきわめて有効であることを考えれば、本プロジェクトの上位目標およびそのため

の第１段階としていくつかの在来種の適性を解明するという本プロジェクト目標は、きわめ

て妥当なものと考えられる。

　(5) 自立発展性

　　　組織的には、本プロジェクトの実施を通じて国立養殖研究センタードマシ本場の研究体制

は整備されてきたが、独力で研究を継続するには人材面でも組織・運営面でもまだ脆弱であ

り、自立発展性は低いと考えられる。財政的にはマラウイ側の現地コストの大半は2KRの見

返り資金でまかなわれており、長期的な観点からは一般予算配分の増加による政府の財政的

支援が切望される。また、国立養殖センタードマシ本場には稚魚の販売、研究養殖により生

産された成魚の販売といった自主財源があり、これらの収入をセンターの運営資金に充てる

制度を確立することにより自立発展性は増加すると考えられる。カウンターパートは日本人

専門家によるOJTおよび日本での研修により、養殖分野の研究活動に必要な最低限の基礎的

技術・知識を習得する一方、現場重視の研究姿勢を身につけた。今後の実用性のある技術開

発にとって効果的な技術移転が行われたと判断されるが、自立発展性はいまだに低いと判断

される。

　また、終了後の対応策について協議したが、マラウイ側は協力継続に強い意欲を示しており、

引き続き第２フェーズに移行できるよう日本側の協力を求められた。日本側からは第２フェーズ

実施に向けて事前調査団の派遣を検討していることを表明するとともに、マラウイ側に対し運営

予算の確保を依頼した。

　また、マラウイ側負担経費の大半を占める2KR（食糧増産援助）の見返り資金は安定性に欠け

る資金で、これをプロジェクト実施の前提にはできない旨を表明した。これに対しマラウイ側か

ら、国立養殖センタードマシ本場の自主財源を運営経費に使用できるよう大蔵省と協議中である

こと、また1999年度の予算確保のため、11月中に第２フェーズ実施に関する何らかの日本側のコ

ミットがほしい旨発言があった。

　本プロジェクトは本格的な協力実施のための準備段階と位置づけられている。スムーズに第２

フェーズに移行できるよう、残された期間におけるすべてのプロジェクト関係者のいっそうの努

力が期待される。
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　また、本プロジェクトにおける研究成果をベースにして、第２フェーズの計画の枠組みを明確

にする作業が必要である。
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第２章　終了時評価調査団の派遣第２章　終了時評価調査団の派遣第２章　終了時評価調査団の派遣第２章　終了時評価調査団の派遣第２章　終了時評価調査団の派遣

２－１　２－１　２－１　２－１　２－１　調査団派遣の経緯と目的調査団派遣の経緯と目的調査団派遣の経緯と目的調査団派遣の経緯と目的調査団派遣の経緯と目的

　1996年４月から開始された３年間の技術協力計画が1999年３月に終了するにあたり、当初計画

および年次計画に照らし、協力期間終了までのプロジェクトの活動成果を見通したうえで、本プ

ロジェクトの活動実績、運営管理状況、カウンターパートへの技術移転状況などについて現地調

査を行い、その目標達成度、案件の効果、自立発展の見通しなどについて両国関係者と合同で評

価することを目的とする。

　さらに、協力終了後の対応についても協議し、その結果を両国関係者に報告、提言することを

目的として派遣されたものである。

　なお現在、マラウイ政府より本プロジェクトの成果を踏まえ、適正養殖魚種として選定された

テラピア類、ヒレナマズ、コイ科魚類（ンチラ、ムパサ）の養殖技術開発を行うためのプロジェ

クト（本プロジェクトの第２フェーズと位置づけられる）の要請がなされている。そこで本調査

では、第２フェーズへの移行も含む協力終了後の対応について協議を行った。

２－２　２－２　２－２　２－２　２－２　調査団の構成調査団の構成調査団の構成調査団の構成調査団の構成

　氏　名 担当分野 　　　　　　　　　　　現　　　職

黒木　　亮 総括 国際協力事業団　林業水産開発協力部　部長

矢田　敏晃 淡水養殖 大阪府立淡水魚試験場　場長

渡辺　浩二 協力評価 農林水産省　水産庁　漁政部　国際課　海外漁業協力室　農林水産技官

田中　博之 計画評価 国際協力事業団　林業水産開発協力部　水産業技術協力課

高田　　亘 評価分析 CRC海外協力株式会社　コンサルティング・グループ　上席研究員
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２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程

　1998年９月20日から10月４日まで（15日間）

日順  月日(曜日) 　　　　行　　程 　　　　　　調　査　内　容

 １ ９月20日(日) 15：45東京（NH-145）→

→17：00大阪 移動

19：55大阪（SA291）→

→06：50ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ

 ２ 　　21日(月) 11：00ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ（SA-170）→ 移動、専門家との打合せ

→13：20ﾘﾛﾝｸﾞｪ

 ３ 　　22日(火)
JICAマラウイ事務所打合せ、大蔵省、

林業・水産・環境省、水産局表敬

 ４ 　　23日(水) ﾘﾛﾝｸﾞｪ→ｿﾞﾝﾊﾞ マラウイ大学ブンダ校視察、移動

 
５ 　　24日(木)

各分野別調査（専門家・カウンターパート

との打合せ）

　 各分野別調査（専門家･カウンターパート

 ６ 　　25日(金) との打合せ)､

佐藤専門家との打合せ

 ７ 　　26日(土) ｿﾞﾝﾊﾞ-ｶｼﾝﾄｩﾗ→ｿﾞﾝﾊﾞ カシントゥラ養殖場視察､フィールド視察

 ８ 　　27日(日) ｿﾞﾝﾊﾞ→ﾓﾝｷｰﾍﾞｲ ニジマス養殖場、民間漁業会社視察、移動

 ９ 　　28日(月) ﾓﾝｷｰﾍﾞｲ→ﾘﾛﾝｸﾞｳｪ モンキーベイ水産研究所視察、移動

 10 　　29日(火) 合同評価会議

 11 　　30日(水) ミニッツ署名、JICAマラウイ事務所報告

 12 10月１日(木)
10：00ﾘﾛﾝｸﾞｳｪ（QM-143）→ JICAザンビア事務所報告、

→13：05ﾙｻｶ 在ザンビア日本大使館報告

 13 　　２日(金)
16：10ﾙｻｶ（Z9-104）→

移動
→18：10ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ

 14 　　３日(土) 14：15ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ（SQ-405）→ 移動

→09：30ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

 15 　　４日(日) 09：50ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ（SQ-012）→ 移動

→17：35東京
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２－４　２－４　２－４　２－４　２－４　     主要面談者主要面談者主要面談者主要面談者主要面談者

〈マラウイ側〉

　大蔵省

　　・Mr.Ambrose Mzowa（Senior Assistant Secretary）

　　・Mr.John Mhango（Senior Assistant Secretary）

　　・Mr.R.H.E.MAPEMBBA（Assistant Chief Economist）

　林業・水産・環境省

　　・Mr.Chinkunda（Economist）

　林業・水産・環境省　水産局

　　・Mr.S.Mapila（Acting Director）

　　・Mr.O.Kachinjika（Deputy Director）

　マラウイ大学ブンダ校

　　・Prof.L.A.Kamwanja（Actiong Principal）

　　・Dr.G.Y.Kanyama-Phiri（Actiong Vice Principal）

　　・Dr.R.K.D.Phoya（Head of Animal Science Department）

　　・Mr.J.A.Kadzanja（Registar）

　国立養殖センタードマシ本場

　　・Mr.A.O.Maluwa（場長）

　　・Mr.A.D.Pulaizi（副場長）

　　・Mr.P.B.Kataya（カウンターパート）

　　・Mr.W.M.Chirwa（カウンターパート）

　　・Mr.I.A.Kaulendo（カウンターパート）

　　・Mr.B.B.Chirwa（カウンターパート）

　　・Mr.M.W.Kaziona（カウンターパート）

〈日本側〉

　JICAマラウイ事務所

　　・村上　　博（所長）

　　・関　　徹男（所員）

　　・香川　顕夫（所員）

　在マラウイ専門家

　　・枝　　浩樹（水産資源）

　　・佐藤　　哲（魚類環境）
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　在来種増養殖計画

　　・大橋　元裕（リーダー）

　　・茶木　博之（専門家）

　　・川田　晃弘（調整員）

２－５　２－５　２－５　２－５　２－５　終了時評価の方法終了時評価の方法終了時評価の方法終了時評価の方法終了時評価の方法

　本終了時評価は、PCM手法に基づいて行われた。PCM手法による評価とは、プロジェクト管理

ツールであるPDM(プロジェクトデザイン・マトリックス）を利用し、評価時点での計画達成度を

踏まえたうえで、評価の５項目（目標達成度、効果、効率性、計画の妥当性、自立発展性）の観

点から実施する評価である。
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第３章　協力実施の経過第３章　協力実施の経過第３章　協力実施の経過第３章　協力実施の経過第３章　協力実施の経過

３－１　相手国の要請内容と背景３－１　相手国の要請内容と背景３－１　相手国の要請内容と背景３－１　相手国の要請内容と背景３－１　相手国の要請内容と背景

　国民の動物性タンパク摂取量の70％を供給する水産業は、マラウイにおいて重要な役割を担っ

ているが、近年になって産卵場の喪失、過剰漁獲などにより漁獲量が減少傾向にある。また、人

口増加（３％／年）により１人当たりの水産物消費量は12kg／年（1972年）から７kg／年（現

在）に減少している。さらに1992年にはマラウイ湖固有種保護のため外来種の導入が禁止となっ

た。

　このような背景のもと、マラウイ政府は1994年９月、わが国に対してマラウイ在来魚種の池中

養殖、網いけす養殖適正魚種を活用した小規模養殖の振興などを目的とした技術協力を要請して

きた。

　この要請を受け、1996年４月より３年間のプロジェクト方式技術協力「マラウイ在来種増養殖

研究計画」が開始された。

３－２　３－２　３－２　３－２　３－２　暫定実施計画（暫定実施計画（暫定実施計画（暫定実施計画（暫定実施計画（TSITSITSITSITSI）および実施計画）および実施計画）および実施計画）および実施計画）および実施計画

　プロジェクトの暫定実施計画（TSI）は、1996年１月の実施協議時に日本側代表とマラウイ天

然資源省および大蔵省関係者との間で協議され、署名交換された（資料２参照）。

　その後、1996年８月の計画打合せ調査時の第１回合同委員会において３カ年実施計画が協議さ

れ、署名交換された（資料３参照）。

３－３　３－３　３－３　３－３　３－３　プロジェクトの要約プロジェクトの要約プロジェクトの要約プロジェクトの要約プロジェクトの要約

　〈上位目標〉

　　マラウイ在来種の小規模養殖のための適正技術が開発される。

　〈プロジェクトの目標〉

　　マラウイ在来種の小規模養殖適性が解明される。

　〈プロジェクトの成果〉

　　１．選定されたマラウイ在来種の種苗生産技術が解明される。

　　２．選定された在来種の適正飼料が解明される。

　　３．選定された在来種の育成技術が解明される。

　〈プロジェクトの活動〉

　　１．研究用機材・施設の維持管理、利用体制を構築する。

　　２．基礎調査により対象魚種を選定する。

　　３．選定した魚種の種苗生産技術を研究する。
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　　４．選定した魚種の飼料を研究する。

　　５．選定した魚種の育成技術を研究する。

　　６．上記活動を通して研究者を育成する。

３－４　協力実施プロセス３－４　協力実施プロセス３－４　協力実施プロセス３－４　協力実施プロセス３－４　協力実施プロセス

要請提出時期

プロジェクト形成調査

（担当・氏名・所属）

事前調査

（担当・氏名・所属）

長期調査員

（担当・氏名・所属）

実施協議

（担当・氏名・所属）

専門家派遣開始

計画打合せ

（担当・氏名・所属）

1994年９月

1992年10月９日　～　11月２日（25日間）

総括・水産開発計画　小島仲治　JOCV水産技術顧問

協力計画　　　　　　三春敏夫　JICAジュニア専門員

淡水魚養殖　　　　　歳原隆文　水産エンジニアリング㈱

水産インフラ　　　　山田昭男　水産エンジニアリング㈱

1995年４月９日　～　４月23日（15日間）

総括　　　　　粂　知文　JICA水産業技術協力課

魚類養殖　　　大橋元裕　㈱国際水産技術開発

魚類分類　　　河野　博　東京水産大学

社会調査　　　米坂浩明　アイ・シー・ネット㈱

水産技術協力　坂本幸彦　水産庁海外漁業協力室

業務調整　　　川田晃弘　JICA水産業技術協力課

1995年８月８日　～　９月17日（41日間）

魚類養殖・養殖環境　大橋元裕　㈱国際水産技術開発

プロジェクト運営　　川田晃弘　JICA水産業技術協力課

1996年１月９日　～　１月23日（15日間）

R/D署名・交換　1996年１月18日

総括　　　　　狩野良昭　JICA林業水産開発協力部計画課

淡水魚養殖　　大橋元裕　㈱国際水産技術開発

水産技術協力　竹内博史　水産庁海外漁業協力室

業務調整　　　稲生俊貴　JICA神奈川国際水産研究センター

1996年４月１日

1996年７月30日　～　８月13日（15日間）

総括　　　　　多紀保彦　東京水産大学名誉教授

淡水魚養殖　　矢田敏晃　大阪府淡水魚試験場

飼料開発　　　益本俊郎　高知大学

業務調整　　　松山　哲　JICA水産業技術協力課
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３－５　他の協力事業との関連性３－５　他の協力事業との関連性３－５　他の協力事業との関連性３－５　他の協力事業との関連性３－５　他の協力事業との関連性

　(1) マラウイ大学ブンダ校（農学部農学科養殖コース）

　　マラウイ大学ブンダ校は、1966年に主に米国（USAID）の資金援助で設立され、現在総学生

数500名を数える。養殖に関する教育機関としては、本校にある養殖コース（1999年７月に養

殖学科に昇格予定）が国内唯一であり、ここには現在、長期個別専門家（水産資源開発）が派

遣されている。

　　また、昨年わが国水産無償資金協力による調査団も派遣され、現在養殖池などの施設整備が

進められつつある。本校はマラウイ国内の水産開発のうち、特に養殖分野における人材養成機

関として重要な役割を持つと考えられ、本校卒業生が将来マラウイの水産業振興に何らかの形

でかかわっていくものと思われる。ブンダ校の学生は、プロジェクトが実施されている国立養

殖センタードマシ本場を研究のために訪れたり、機材を活用したりしている。

　　本調査団が本校を訪問した際に、マラウイ側より国立養殖センタードマシ本場との連携の可

能性が示唆され、具体的には養殖コース（養殖学科）へのプロジェクト専門家からの指導など

の要望が出された。具体的な分野としては、Integrated Aquaculture、Fish Management、

Genetics、Organic Recyclingなどがあげられた。当学科が養殖分野における人材養成機関

として重要な地位にあること、わが国協力を有効に活用することにかんがみれば、マラウイ側

の要望すべてに応えられないとしても、何らかの連携を図っていくことは重要であると考えら

れる。

　(2) マラウイ大学チャンセラー校（理学部生物学科）

　　1998年５月より３年間の予定で、研究協力「マラウイ湖生態総合研究」が開始されている。

本協力は、マラウイ湖の魚類資源の持続的利用を図るため、湖沼生物資源の生態に関し、自然

科学、人文科学の双方からの研究体制の整備をめざすものであるが、ブンダ校が養殖そのもの

であるのに対し、こちらは生態学的研究と社会学的研究に焦点が当てられている。調査団は

チャンセラー校を訪問してはいないが、現在派遣中の長期個別専門家（魚類生態学）と面談す

る機会があった。同専門家によれば、マラウイ湖への負荷を軽減する面からも養殖の振興自体

は大変意義深いことであるが、マラウイ湖での網いけす養殖については、マラウイ湖が閉鎖性

の湖であるため、生態保全の観点からいえばその実施は前向きでないとの意見が出された。

　　本プロジェクトの国内委員会でも、マラウイ湖でのいけす養殖の実施の有無については慎重

に検討する必要があるとの旨提言があった。

　　以上から、プロジェクトによるいけす養殖の実施については、慎重に検討していく必要があ

る。

　　一方、研究協力とプロジェクト方式技術協力との連携については、たとえば生態学について
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は養殖にも通じるところがあり、このような分野における情報の交換などは双方の活動にとっ

て有益な部分があるとの発言もある。この点ブンダ校と同様、有機的な連携が図られることは

双方にとって有意義なことと思われる。

　　またチャンセラー校は、モンキーベイにある水産局の支局とは定期的な会合を行っており、

情報交換の場として、このような定期会合を国立養殖センタードマシ本場が持つことも必要か

と思われる。
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第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果

４－１　４－１　４－１　４－１　４－１　効率性効率性効率性効率性効率性

　日本側は、専門家派遣（長期：３名、短期：９名）、研修員受入（日本５名、第三国２名）、

機材供与（約6180万円相当）、現地業務費（約960万円）、基盤整備事業費（約3440万円）を投

入した。これらは、規模、時期ともにおおむね計画どおりであった。マラウイ側からは国立養殖

センタードマシ本場の土地、建物、付帯設備が提供されるとともに14名のカウンターパートが配

置された。また、ローカルコストとして約MK520万（約1470万円）が支出された（資料５、６参

照）。

　本プロジェクトでは、マラウイ大学ブンダ校、そして国立養殖センタードマシ本場に連接して

ICLARMが実施していた研究プロジェクトと研究者間の情報交換、施設の共有などの連携が図ら

れ、プロジェクトの効率性向上に役立った。

　また、合同委員会、日本人専門家とマラウイ側カウンターパートとの定例会議（全体、分野

別）などにより日本側とマラウイ側とのコミュニケーションが緊密に図られたこと、国内支援委

員会からのタイムリーかつ適切な技術的アドバイスも、プロジェクトの効率的運営に有効であっ

た。

４－２　４－２　４－２　４－２　４－２　     目標達成度目標達成度目標達成度目標達成度目標達成度

　(1) プロジェクト目標の達成状況

　　O.shiranus（テラピア）、T.rendalli（テラピア）、C.gariepinus（ヒレナマズ）の養殖

適性が解明されるなど、プロジェクトで実施された研究活動により各分野で今後の研究に必要

な有意義な研究成果が生み出されており、プロジェクト目標は達成されたと判断される。

　　研究活動が実施され、研究に欠かせない設備、機材が整備されたことにより国立養殖セン

タードマシ本場およびその研究者の研究能力は大幅に向上しており、すべての調査、試験にカ

ウンターパートが参加することによって適正な技術が移転されている。

　　さらに、上位目標につながる本格的な研究活動の準備段階として、研究体制の整備、研究課

題の摘出が行われている。

　(2) 成果の達成状況

　　１）研究用機材・施設の維持管理利用体制の構築

　　　基盤整備事業として、モデル・ハッチェリーと研究室の建設が本年９月に完成した。残り

の協力期間にこれらが研究活動に利用される。また車両、分析器などが日本から供与され、

研究活動に活用されている。マラウイ側により食糧増産援助（2KR）の見返り資金を利用し
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て７軒の研究者用住居と１軒の宿舎の建設が行われた。

　　２）基礎調査による対象魚種の選定

　　　ａ）魚類分類

　　　　O.shiranus、O.karongae、T.rendalli、C.gariepinus、L.cylindricus、L.mesops、

B.eurystomus、B.johnstonii、B.litamba、O.microlepisの10種が研究対象の候補とし

て選定された。

　　　　養殖候補魚種の同定に必要なフィールドガイドの完成が間近になっている。

　　　ｂ）魚類生態

　　　　コイ科魚類であるO.microlepis、L.mesops、L.cylindricus、B.johnstonii、

B.euristomusの産卵時期が天然水域におけるGSI（Gonad S Index）の定期的な調査によ

り解明した。

　　　　コイ科魚類の食性を調査し、①底棲藻類、 植物プランクトン食のL . m e s o p s 、

L.cylindricus、B.johnstonii、②底棲動物食のB.euristomus、③稚魚期は雑食である

が、成魚になると魚食性を示すO.microlepisの３グループに分かれることを解明した。

　　３）種苗生産技術

　　　ａ）親魚養成

　　　　O.microlepis、L.mesops、L.cylindricus、B.johnstonii、B.eurostomusの天然の親

魚の採集方法〔産卵盛期（O.microlepisは６～７月、その他は１～２月）、採取可能場所

（O.microlepisはリンシベ川サリマ、その他はシレ川リウォンデ）の特定〕および川から

国立養殖センタードマシ本場への活魚の輸送技術を確立した。

　　　　L.mesops、 L.cylindricus、 C.gariepinusの養殖池での親魚養成が可能となり、ホ

ルモン処理による産卵誘発を行った。

　　　　B.johnstonii、 B.eurostomusの親魚は養殖池で養成されており、1998年12月からの

産卵誘発を予定している。

　　　ｂ）ふ化

　　　　コイ科魚類、ナマズ類に対するホルモン処理を行い、人工採卵に成功した。また、

L.mesops、O.microlepis、C.gariepinusのふ化に成功した。

　　　ｃ）仔魚育成

　　　　ふ化したL.mesops、O.microlepis、C.gariepinusの仔魚を動物性プランクトンと配合

飼料を用いてコンクリートタンクで育成した。プランクトンを十分給餌することにより仔
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魚の生存率が向上することを解明した。

　　(4) 飼料の研究

　　　ａ）天然飼料

　　　　鶏フン、ヤギのフンによる植物性プランクトンと動物性プランクトンの増殖試験を行

い、これらにより動物性プランクトン（Copepoda、Plaima、Branchiopoda）が繁殖する

ことを実証した。

　　　ｂ）補助飼料

　　　　O.shiranus、 T.rendalliは、全長30mm以上でミジンコなど動物プランクトンをほと

んど捕食しないことから、養殖用の補助飼料としてメイズ粕など農業副産物の給餌効果試

験を行い、メイズ粕と小麦粕がテラピア養殖に最も実用的で効果のあることを解明した

（増肉係数は、試験池で３、育成用大型池で5.5の数値を得た）。また、水生植物のアゾ

ラの有効性はきわめて低いことを解明した。

　　　ｃ）人工飼料

　　　　市場価格、入手可能性を調査のうえ、ナマズ、コイ科魚類の親魚、仔魚用の各種飼料の

適正な配合率を以下のとおり特定した。

仔魚用 親魚用

魚粉   50   30

肉骨粉  12.5   15

血粉   －  5

大豆粉   －   15

小麦粉   25   22

トウモロコシ粉   －  10.5

ミルクパウダー   10   －

ビタミンミックス   2   2

ミネラルミックス  0.5  0.5



－15－

　　５）育成技術の研究

　　　ａ）混養

　　　　O.shiranus、T.rendalli、C.gariepinusの混養試験を行い、O.shiranus 80％と

C.gariepinus 20％の比率で収容密度0.34kg／㎡以下であれば混養が実用可能であること

を解明した。

　　　ｂ）半集約的養殖

　　　　各種試験の結果、O.shiranus、T.rendalli、C.gariepinusが成長率、食性、繁殖率、

環境適応性、市場性から国立養殖センタードマシ本場における養殖に適していることを解

明、O.shiranus、T.rendalli、C.gariepinusの混養でヘクタール当たり3.2トンの生産量

を達成した。

　　６）マラウイ人研究者の育成

　　　マラウイ人研究者は上記研究活動におけるすべての調査、試験に参加し、養殖分野の研究

に必要な知識、技術を集積している。

４－３　４－３　４－３　４－３　４－３　案件の効果案件の効果案件の効果案件の効果案件の効果

　(1) 案件の効果

　　直接的な効果として研究体制の整備があげられる。国立養殖センタードマシ本場にモデル・

ハッチェリー、試験器具など養殖研究に必要な設備が設置され、ハード面での研究体制が強化

された。また、マラウイ人研究者がOJTにより日本人専門家から技術、知識のみならず基本技

術や現場での実験の重視といった研究方法を吸収し、研究能力を向上させた。このような現場

重視の研究方法は、具体的に養殖の結果を示すことによってマラウイ人研究者に受け入れられ

たものである。一部の研究者はプロジェクトでの研究経験と研究結果を生かして大学で講義を

行っており、セクターの人材養成に貢献している。このような研究所および研究者の研究能力

の向上と、現在までに得られた研究成果は、今後のマラウイにおける養殖技術の開発とその普

及に大きく寄与するものと考えられる。

　(2) 効果の広がりと受益者の範囲

　　協力開始後の期間の経過が少ないこともあり、地域社会への寄与は大きくないが、すでに若

干のインパクトがみられる。すなわち、具体的な稚魚の生産、テーブルサイズの成魚の生産を

示すことにより、地域社会の関心を呼び、養殖農家からの相談にも応じていることなどであ

る。

　　また、研究所の作業員の雇用、稚魚や成魚の販売といった形でも地域社会に貢献している。
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　(3) 上位目標達成の見込み

　　本プロジェクトの上位目標は、在来種の小規模養殖のための適正技術の開発である。

　　現段階では実用可能な養殖技術が開発されつつあるが、具体的な実用例はまだ見当たらな

い。本格フェーズの実施により上位目標の達成は可能と判断される。

４－４　４－４　４－４　４－４　４－４　計画の妥当性計画の妥当性計画の妥当性計画の妥当性計画の妥当性

　マラウイ湖の生態系保護のために養殖技術が確立されている外来種の導入ができないなかで、

マラウイの社会状況に適した在来種の小規模な養殖技術の開発は、マラウイ国民の生活改善に

とってきわめて有効である。本プロジェクトの上位目標およびそのための第一段階として、いく

つかの在来種の適性を解明するという本プロジェクト目標はきわめて妥当なものと考えられる。

４－５　４－５　４－５　４－５　４－５　自立発展の見通し自立発展の見通し自立発展の見通し自立発展の見通し自立発展の見通し

　(1) 組織的自立発展の見通し

　　本プロジェクトの実施機関は、林業水産環境省水産局の国立養殖センタードマシ本場であ

る。プロジェクト開始時の所管庁は天然資源省であったが、1997年８月に組織改編され林業水

産環境省となった。しかしながら、水産局自体は改変前後においてその組織体制を変更してお

らず、国立養殖センタードマシ本場の水産局における位置づけも変化していない。

　　動物性タンパク源の拡大という国民の栄養面、またマラウイ湖に対する負荷の軽減という環

境面からの重要性から、本プロジェクトにおいて実施されている研究は行政ニーズに合致した

ものであり、政策的支援が継続されることが期待される。

　　カウンターパートの配置状況については、種苗生産、飼料開発、育成技術の各分野にそれぞ

れ３～４名配置されている。プロジェクト開始当時はそれぞれ２名程度であったこと、政府の

行政改革が行われているなかで職員を増加することは大変難しいことを考慮すれば、カウン

ターパートの配置状況については評価できるといえる。

　　本プロジェクトの実施を通じて国立養殖センタードマシ本場の研究体制は整備されてきた

が、独力で研究を継続するには人材面でも組織・運営面でもいまだ脆弱であり、自立発展性は

低いと考えられる。

　(2) 技術的自立発展の見通し

　　在来種の小規模養殖のための適正技術の開発にあたり、①基 礎調査、②種苗生産、③飼料開

発、④養成技術の４分野での調査、試験研究活動がマラウイのカウンターパートとともに行わ

れてきた。

　　この活動の過程のなかで、①の基礎調査では養殖候補種の同定、成熟状 況の把握、②の種苗
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生産では親魚採取からその輸送および養成、ホルモン処理による採卵とふ化管理、仔稚魚養成

に必要な天然飼料と人工飼料に関する研究、③の飼料開発では施肥による天然飼料の増殖と人

工飼料の造成、④の養成技術では混養や給じによる半集約養確に関する研究など、新魚種の養

殖技術開発にかかわる一連の手法が移転されている（資料４　Annex 2）。

　　カウンターパートは日本人専門家によるOJTおよび日本での研修により養殖分野の研究活動

に必要な最低限の基礎的な技術・知識を習得したという段階にある。カウンターパートは日本

人専門家から基礎的な技術・知識を習得する一方、現場重視の研究姿勢を身につけ、今後の実

用性のある技術の開発にとって効果的な技術移転が行われていると判断されるが、自立発展性

はいまだに低いと判断される。

　(3) 財務的自立発展の見通し

　　先方政府の本プロジェクトに対する予算は、淡水魚養殖が国家の食糧政策のなかでも重要視

されているため、比較的確実に確保、支出されている。しかしながら、措置された予算はその

大部分が2KRの見返り資金で占められており、純粋なマラウイ政府の支出はわずかである。

　　2KRの見返り資金による予算措置のおかげで、人件費のほか、研修棟（ドミトリー）や職員

住宅が新設されてはいるものの、同資金は恒久的に措置される予算ではないため、国立養殖セ

ンタードマシ本場が今後も継続的に活動を行うためには、やはりマラウイ政府自身の予算確保

が望まれる。そのためには、財政部局の確実な予算づけだけでなく、国立養殖センタードマシ

本場による自己財源の確保などを図ることも現実的手法のひとつである。

　　国立養殖センタードマシ本場は、稚魚の販売、研究養殖により生産された成魚の販売といっ

た自主財源があり、これらの収入を国立養殖センタードマシ本場の運営資金に充てる制度の確

立が望まれる。さらに、これらの収入は研究活動の拡大に伴って増加可能であり、将来有償の

コンサルタント業務、研修事業といった財源の拡大も可能である。今後これらの制度の確立に

より、自立発展性は高まると考えられる。
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第５章　フォローアップの必要性第５章　フォローアップの必要性第５章　フォローアップの必要性第５章　フォローアップの必要性第５章　フォローアップの必要性

　マラウイ政府より現在、本プロジェクトのフェーズ２とみなすことができる、「マラウイ養殖

開発計画」の要請がなされている。

　本プロジェクトの実質的な意義が実用可能な養殖技術を開発するための体制の整備であったこ

とを考えると、この目標は十分に達成されており、また具体的な成果も得られていることから、

本プロジェクトは予定どおり終了することが適当である。

　なお、本プロジェクトの成果をスムーズに第２フェーズにつなげるためには、本プロジェクト

と第２フェーズの間に空白期間が生じないように、本プロジェクト終了後ただちに第２フェーズ

へ移行することが適切であると判断される。
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第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言

６－１　本プロジェクトに関する提言６－１　本プロジェクトに関する提言６－１　本プロジェクトに関する提言６－１　本プロジェクトに関する提言６－１　本プロジェクトに関する提言

　(1) 協力期間終了まで、短期専門家派遣などの投入ならびに活動を計画どおり継続する。

　(2) 従来、マラウイは犯罪が少なく安全であると考えられていたが、1998年８月の通貨切り

下げ後、犯罪が増加している。また、南部アフリカ一帯にみられる住血吸虫が本プロジェク

ト・サイトの養殖池にも存在することが判明したことから、専門家とその家族の安全対策、

ならびに風土病に対する対策を講ずる必要がある。

６－２　６－２　６－２　６－２　６－２　第２フェーズに関する提言第２フェーズに関する提言第２フェーズに関する提言第２フェーズに関する提言第２フェーズに関する提言

　(1) 本プロジェクト終了後ただちに第２フェーズに移行できるよう、事前調査団派遣などの

準備を進める。

　(2) 本プロジェクト第２フェーズによる計画策定には以下の点に留意する。

　　・コンセプトについて日本側とマラウイ側に基本的な相違はなく、本プロジェクト開始時の

コンセプトを継続する。

　　・本プロジェクトの研究成果を踏まえた研究課題を検討する。

　　・PCM専門家を派遣し計画の骨子をPDMにまとめる。この過程には専門家、カウンターパート

が参加する。このPDMでは、できれば数値目標を設定して具体的な目標、成果を掲げる。

　　・マラウイの財政事情を勘案し、できるだけ新規の投入を避け、過大な運営資金を使用しな

い方策を講ずる。その意味で契約農家による委託研究などは検討の価値がある。

　　・同じく財政的な理由により、自主財源の確保を考慮した計画が望ましい。

　　・適正技術は普及可能な技術でなければならない（技術面についての提言は、後述する）。

短期専門家による養殖魚（鮮魚、加工品）の需給関係、市場価格、流通、輸送、飼料の価

格、入手容易性などを調査し、適正技術の目標を設定する。

　　・現在までの研究活動は、国立養殖センタードマシ本場内のいわば実験レベルの研究に限定

されている。第２フェーズでは、できるだけ多くの、異なった環境での実証が必要であ

る。

　　・技術開発型のプロジェクトでは、何らかの形で普及につながらなければ協力の成果が目に

見えてこない。国立養殖センタードマシ本場の普及部門との連携、上記の委託研究などを

検討する。また、わが国の無償資金協力による農業用灌漑計画との連携で、農業用水を養

殖に利用することも検討する。

　　・マラウイにおいてわが国は、プロジェクト方式技術協力だけでなく、水産分野においても

個別専門家らの技術協力や無償資金協力といった協力を実施している。本プロジェクトを
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よりいっそう効果の高いものにするためにも、これらの協力を有機的に結びつけることを

検討する。

　＊技術面についての提言

　　本プロジェクトは小規模養殖技術の開発にかかわる準備段階と位置づけられ、基礎調査など

マラウイ在来種の増養殖技術開発にかかわる試験研究を中心に実施し、確実に成果を得てい

る。

　　しかし、実施過程のなかで、マラウイでの小規模養殖の手法について、飼料の問題が浮上し

てきた。本プロジェクトでは「施肥＋給じ」による半集約的な養殖技術の開発を中心に実施し

てきたが、①養鶏など畜産業の規模が小さく、施肥原料の安定的な入手が困難、②食糧副産物で

あるマデヤなど飼料原料の入手難、③代替飼料原料の不足など、現在のマラウイの社会情勢から

みると飼料問題での障害が大きいようである。

　　今後の課題として、養魚に必要な飼料および飼料原料の安定的な確保の見通しを明らかにし

つつ、養殖技術の開発手法を検討することが第一であるが、どこでも育つ「草」を養魚の基礎

とする中国式養殖方法（複合養魚）を参考にした「マラウイ式複合養魚」技術を開発すること

も有効であろう。

　　この養魚方法はどこにでもある「草」でヤギを飼い、その排泄物である尿やフンで天然飼料

を繁殖させると同時に、フン自体を魚の飼料として魚を飼育しようとするシステムである。ヤ

ギは「牧草から木、残さまで幅広く食べる」「おとなしくて管理しやすい」などの利点があ

り、FAOは21世妃の食糧危機に備えて、何でも食べ環境保全の動きにも合致するヤギに注目し

ているとの情報もある（日本農業新聞、1998年10月８日）。

　　実施にあたっては種々の困難もあろうが、現在のマラウイの情勢からみて、一考に値するも

のと考えられる。なお、この面での研究開発の方向としては、次の３課題が考えられる。

　　　①基礎研究

　　　　物質循環の解明による効率的な生産方法の開発

　　　②応用研究

　　　　民間養魚池での実用化試験を展開し、その効果を調べるとともに、その技術移転を図る

　　　③混養魚種と種苗生産技術の開発

　　　　現開発魚種の適正などの検討と混養魚種（Benthos feeder，Zooplankton feeder

fish）の開発

　　以上の研究開発を実施するにあたって、マラウイの地理的条件（気侯風土）などを考慮する

と次の点に留意する必要があろう。

　　(1) 研究開発の拠点は国立養殖センタードマシ本場に置くが、応用研究にはできる限り気
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候の異なる地域を数カ所以上選び、養殖適正魚種や養殖期間などの地域特性を明らかにす

る。

　　(2) 混養魚種の選定などには、マラウイ湖から流れるシレ川の水を直接導入できるカシン

ツーラ養魚場の活用が最も効果的である。

　　　　いわゆる在来魚種の繁殖期に泳出した幼稚魚群を養魚池に導入し、各種条件下（施肥、

施肥＋給じ、無施肥など）で飼育することによって、多種類の魚種のなかから養殖適正魚

種を発見できる可能性が最も高いと考えられる。

　　　また、研究の波及効果として次のようなことがあげられる。

　　　　①基礎研究

　　　　　学際的な知識・情報の習得および測定・分析方法などの技術移転

　　　　②応用研究

　　　　　民間の養殖技術レベルのアップとともに、JICA技術協力の成果の普及拡大

　　　　③混養魚種と種苗生産技術の開発

　　　　　シレ川の魚類相や種類組成など、資源管理手法の改善などに役立つ基本的な情報の集

積および調査手法などの技術移転

　　　在来魚種の種苗生産、既養殖魚の育成技術開発、これら魚種のための飼料開発とも技術的

な面での解明はかなり進んでおり、所期の目標の多くは達成されたと判断される。しかし、

プロジェクトが進行するにつれて問題点も提起されている。

　　　種苗生産に成功した在来魚種の養殖適性について、残り６カ月間で判定するには時間的な

制約が大きい。特に研究場所がドマシ地域に限定されており、マラウイの気候風土を考慮す

ると、特定の地域での飼育結果から養殖適種として判定するには性急すぎる。また、既養殖

種であるテラピア類についても同様のことがいえる。

　　　社会・経済的な面からみると、既述のとおり飼料問題がある。テラピア養殖に効果的と判

断されたマデヤはトウモロコシの生産量が不足した年には人の食べ物として使用され、また

施肥原料として効果のある鶏フンは養鶏規模が小さいため安定的な入手が困難で、さらに代

替飼料原料となるべき物質の不足などの問題点が見いだされた。

　　　第２フェーズでは、これらの点を配慮した計画立案が望まれる。
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